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公益財団法人ビヨンズ国際育英財団  

2025 年度給付型奨学金 奨学生募集要項 

                                  

1. 趣旨 

当財団では、諸外国との友好親善及び静岡県の教育の発展に寄与することを目

的に、海外から静岡県内の大学への留学生のうち、品行方正、学業優秀で、修学

意欲が高い者に対する奨学金の支給事業を実施する。 

 

2. 奨学生の応募資格 

応募資格は、次の各号のすべてに該当する者とする。 

(1) 静岡県に所在する大学(短期大学を除く)に在学している外国人留学生(大学院

生を除く)で、2025 年 10 月 1 日の時点で年齢が 35 歳以下であること 

(2) 日本国以外の国籍を有し、日本国と国交のある国(除く、中華民国)から来日

している私費留学生であること（留意事項※１参照） 

(3) 当財団事務局と日本語での意思伝達および適宜連絡が可能であること 

(4) 当財団が定める奨学生としての義務（留意事項※２参照）を誓約できること 

(5) 他の団体等の奨学金（給付型・貸与型を問いません）を受けている学生につ

いても応募は可 

 

3. 採用人員  21 名程度 

 

4. 奨学金の額と支給方法 

(1) 支給金額 月額 1 万円 （返還不要（留意事項※３参照）） 

(2) 支給の期間 

2025 年 10 月分から、原則として在学大学の正規の修学期間を終了するとき又

は留学を終了する日のいずれか早い日の属する月までの期間とする。ただ

し、奨学金の廃止事由等（留意事項※４参照）に該当する場合には、期間の

中途で終了する場合がある。 

(3) 支給の時期 

初回支給は 2025 年 12 月末に、その後は 3 ヶ月分を 2026 年 1 月末日より、年

４回に分けて支給する。（留意事項※５参照） 

 

5. 募集方法 

所属大学の奨学金担当窓口を通じて募集する。学生からの直接応募は一切受け

付けない。（留意事項※６参照） 
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6. 応募の手続 

次の書類を揃え、所属大学の奨学金担当窓口に提出すること。なお、提出書類

はすべて日本語でワープロ作成を不可とし、応募者が手書きすること。 

(1) 奨学生願書・履歴書（所定の様式） 

(2) 日本語能力試験、その他資格を有する場合は、資格を証明する証書等の写し

（留意事項※７参照） 

(3) 在学証明書 

(4) 外国人登録証明書または在留カードの写し（住所、氏名、在留資格の確認） 

(5) 成績証明書（現課程のもの（留意事項※８）） 

(6) 個人情報の取扱いに関する同意書（所定の様式） 

(7) 大学学長等の推薦書（所定の様式（留意事項※９）） 

(8) 誓約書および振込先（通帳等）写し 

※所定の様式については、すべて当財団ホームページからダウンロード可能 

 ※(1)奨学生願書・履歴書、(6)同意書は奨学金申請者本人の直筆とする。 

 ※(8)は奨学生採用決定後の事務手続き効率化のため、応募時の提出書類とする。 

 

7. 応募締切日 

2025 年 10 月 17 日（金）当財団事務局必着 

 

 

8. 選考及び決定 

(1) 当財団選考委員会の書類選考を経て、理事会の決議により奨学生を決定す

る。（留意事項※10 参照） 

(2) 選考結果については、大学及び本人に通知する。（2025 年 12 月中旬予定） 

 

 

9． その他 

必ず別紙「応募にあたっての留意事項について」を確認した上で応募するこ

と。 

 

－以上－ 

 

＜連絡先＞ 

〒417-8575  静岡県富士市大渕 2429-3 

公益財団法人ビヨンズ国際育英財団事務局 担当： 里和孝幸、齊藤昭治、安食清美 

TEL：090-3836-8871  FAX：(0545)36-0368 


